
千葉市地域避難施設認定要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、災害対策基本法 （昭和３６年法律第２２３号 ）第４９条の７第１項の

規定により、市長が指定する避難所（以下「指定避難所」という。）とは別に、市民が自主

的に開設し、運営する避難施設を地域避難施設として認定し、当該避難施設に対する支援を

行うことにより、同法第２条第１号に定める災害（以下「災害」という。）が発生し、又は

発生するおそれがある場合（以下「災害時等」という。）に、市民が自主的に避難する場所

を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）地域避難施設 市民が自主的に開設し、運営する避難施設として第５条の規定により認

定を受けたものをいう。 

（２）町内自治会 各区町内自治会連絡協議会に設立の届け出をした団体（各区町内自治会連

絡協議会の設立以前に市町村自治会連絡協議会に設立の届け出をした団体を含む。）をいう

。 

（３）マンション管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第２条第３号に規

定する管理組合をいう。 

（４）地域活動を行うマンション管理組合 各区町内自治会連絡協議会に地域活動を行うこと

の届け出をすることにより、町内自治会と同様の組織として位置付けられているマンション

管理組合をいう。 

（５）住家 現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうか

を問わない。 

（６）集会所 町内自治会が町内自治会活動その他の用に供するために自ら設置する施設をい

う。 

（７）新耐震基準 建築基準法施行令の一部を改正する政令（昭和５５年政令第１９６号）に

よって定められた耐震基準として、昭和５６年６月１日以後の建築確認等において適用され

ている基準をいう。 

（対象とする施設） 

第３条 地域避難施設とすることができる施設は、公共施設及び住家を除く次の各号に掲げる

施設（以下「集会施設等」という。）であって、避難する市民が災害から身を守ることがで

きる立地、構造等を有するものとする。 

（１）町内自治会が所有する集会所 

（２）マンション管理組合が管理する施設 

（３）その他、町内自治会が当該制度の活用のために確保した施設 

２ 複数の集会施設等を地域避難施設とする場合において、同一棟内の集会施設等は一体の地

域避難施設とみなす。 

（地域避難施設を設置することができるもの） 

第４条 地域避難施設を設置することができるものは、町内自治会及び地域活動を行うマンシ



ョン管理組合（以下「町内自治会等」という。）とする。 

（認定の基準） 

第５条 地域避難施設の認定基準は、集会施設等が土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域

及び基礎調査予定箇所（以下「土砂災害警戒区域等」という。）に該当せず、かつ、次の各

号いずれかに該当するものとする。 

（１）集会施設等が、新耐震基準に則して建築又は改修されたものであること。 

（２）集会施設等が、耐震診断の結果、新耐震基準を満たしていること。 

（３）その他市長が認めるとき。 

（認定の申請等） 

第６条 地域避難施設を設置しようとする町内自治会等は、その代表者を通じ、地域避難施設

認定申請書（様式第１号）により市長に申請するものとする。 

２ 前項の規定による申請にあたり、複数の町内自治会等が同一の集会施設等を地域避難施設

とすることはできないものとする。ただし、当該申請に係る集会施設等が共有名義の集会所

であって、当該施設の共有名義人が連名で申請する場合は、この限りでない。 

３ 申請者は、第１項の規定による申請にあたり、当該申請に係る集会施設等の所有者の同意

を得なければならない。ただし、第３条第１項第２号に掲げる施設について、当該施設の管

理を行うマンション管理組合の同意を得ている場合は、この限りでない。 

（認定の決定等） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可

否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により地域避難施設の認定を決定したときは、地域避難施設認定決定

通知書（様式第２号）（以下「認定決定通知書」という。）により、申請者に通知するものと

する。 

３ 市長は、前項の規定による認定にあたり、集会施設等が洪水、内水、高潮及び津波想定区

域（以下「浸水想定区域」という。）に該当する場合等は、地域避難施設の開設に関する条

件を付すことができる。 

４ 市長は、第１項の規定により地域避難施設の不認定を決定したときは、地域避難施設不認

定決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

（認定決定通知書の掲示） 

第８条 前条第２項の規定による認定を受けた申請者（以下「設置者」という。）は、認定決

定通知書を地域避難施設として認定された集会施設等の見やすい場所に掲示するものとす

る。 

（支援物品の貸与及び供与） 

第９条 市長は、第７条第２項の規定により地域避難施設の認定をしたときは、当該地域避難

施設に対し、次に掲げる物品を貸与又は供与する。 

（１）防災行政無線戸別受信機等の貸与 設置者からの防災行政無線戸別受信機等貸与申請書

（様式第４号）に基づき１式を貸与する。ただし、同一の設置者が複数の地域避難施設を認

定する場合には、原則同一の設置者に対し複数の貸与は行わない。 

（２）食料の供与 収容可能人数２０人ごとに４０食を基本とする。 

（３）飲料水の供与 収容可能人数２０人ごとに２０リットルを基本とする。 

（４）携帯トイレの供与 収容可能人数４人ごとに２０枚を基本とする。 



（開設、運営等及び費用負担） 

第１０条 地域避難施設は、設置者が自主的に開設及び運営することとし、市は職員の派遣を

行わないものとする。 

２ 地域避難施設は、町内自治会等が所属する避難所運営委員会及び指定避難所と連携した運

用を基本とする。 

３ 地域避難施設の開設及び運営に係る経費は、設置者の負担とする。 

４ 市は、地域避難施設が開設された場合には、当該地域避難施設の避難者に対し、指定避難

所を通じ、必要に応じて救援物資を供与するものとする。 

（指定避難所との関係） 

第１１条 設置者は、指定避難所の開設の有無に関わらず、地域避難施設を開設することがで

きる。 

（変更の届出） 

第１２条 設置者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を地域避難施設認定事項

変更届出書（様式第５号）（以下「認定事項変更届出書」という。）により市長に届け出るも

のとする。 

（１）第７条第２項の規定により認定を受けた事項に変更が生じたとき。 

（２）代表者に変更が生じたとき。 

（３）担当者に変更が生じたとき。 

（４）認定事項変更届出書により届け出た内容に変更が生じたとき。 

（認定事項の変更） 

第１３条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該地域避難施設に係る認定事項

を変更することができる。 

（１）第７条第２項の規定により認定した事項について、変更する必要が生じたとき。 

（２）前条の規定による変更の届出があったとき。 

２ 市長は、前項の規定により認定事項を変更したときは、地域避難施設認定事項変更結果通

知書（様式第６号）（以下「認定事項変更結果通知書」という。）により設置者に通知するも

のとする。 

３ 設置者は、認定事項変更結果通知書を認定決定通知書に替えて掲示するものとする。 

（廃止の届出） 

第１４条 設置者は、地域避難施設を廃止しようとするときは、地域避難施設廃止届出書（様

式第７号）により市長に届け出るものとする。 

（認定の取消） 

第１５条 市長は、地域避難施設又は設置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該地

域避難施設の認定を取消すことができる。 

（１）第５条に規定する認定基準に適合しないものとなったと認められるとき。 

（２）前条の規定により廃止の届出があったとき。 

（３）虚偽の申請により認定を受けたことが判明したとき。 

（４）その他、認定を取消すべき重大な事由が生じたとき。 

２ 市長は、前項の規定により認定を取消したときは、地域避難施設認定取消通知書（様式第

８号）により設置者に通知するものとする。 

 （研修、訓練等 ） 



第１６条 設置者は、地域避難施設を利用すると想定される地域住民に対して研修、訓練等を

実施し、地域避難施設の利用に関する理解を深めるよう努めるものとする。 

（事故等の損害賠償） 

第１７条 地域避難施設の開設及び運営に伴う事故等により生じた損害については、市はその

責任を負わない。 

（補則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、危機管理監が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年１月２１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


